
令和７年度 

富山県後期高齢者医療広域連合運営懇話会 議事要旨 
 

［日  時］令和７年 11月 27日（木）午後３時から４時 15分まで 

［会  場］富山市婦中行政サービスセンター 別館３階 大ホール 

［出席委員］南里会長、佐渡副会長、吉田委員、小林委員、森委員、金山委員、 

鈴木委員、溝渕委員 

［代理出席］富山県国民健康保険団体連合会 奥山事務局次長（川口委員代理） 

［欠席委員］竹内委員、岡部委員 

［広域連合］新田事務局長、栄総務課長、鎧塚事業課長、金子主幹 

      加藤係長、青木係長、平野係長、山本主任 

［議  題］１ 後期高齢者医療制度の状況について 

      ２ 医療費適正化の取組について 

      ３ 最近の動向について 

 

 １ 事務局長あいさつ 

 

 ２ 自己紹介 
 

 ３ 副会長の選出 

   副会長：佐渡委員（一般社団法人富山県歯科医師会 専務理事） 

 

 ４ 議題説明・質疑応答 
 

事務局：（資料説明） 

会 長：ここまでの説明について、質問があれば挙手の上、ご発言願いたいと思います。 

    時間は何時まででしょうか。 

事務局：だいたい４時 15分頃まではどうでしょうか。 

会 長：わかりました。 

委 員：４ページのグラフですが、平成 30年から令和２年度にかけて下がった理由、また令

和４年度にかけて上がった理由は何でしょうか。 

事務局：コロナの影響と考えており、令和２年度は病院にかかろうと思ってもかからなかっ

たという状況があり、そのために一人あたりが下がったとみております。また令和

４年度はコロナ禍を過ぎて元の状態に戻り、上がったのではないかと考えておりま

す。 
 

委 員：歯医者に関して、今まで廃業などで歯科医師の方が変わられ、新しい方になる度に

最初から検査をされるということがあり、そのたびに診療費がかかり苦痛となって

います。現在かかっている歯科医も廃業されるとのことであり、うまく情報を共有

できるような場があればよいと思っております。 

副会長：貴重なご意見ありがとうございます。歯科医師会でも非常に危惧している問題であ

り、そもそも富山県の歯科診療所の数は、人口 10万人あたりで全国平均よりもはる

かに低く、もともと歯医者の数が少ない地域ということになります。しかもこの 10

年間で県内の歯科医院はおそらく 50件以上減っており、富山県内のどの地域におい



ても歯医者さんが減っている現状です。また一番の問題点は、今、一生懸命に地域

診療にあたっておられる歯科医院さんも平均が 65歳くらいで、10年後にまだ歯科

医院を続けてくれと言われてもなかなか難しい問題がございます。これは、歯科医

師会としても非常に問題と考えており、できるだけこの人数を確保して、なおかつ

県民の皆さまへ歯科医療を提供できるような仕組みを作れないかと模索していると

ころですが、全国的に人口が減っている、それから歯学部、歯医者さんを育てる学

部の卒業生も減っており、地方まで新しい歯科医師が来てくれないというのも悩ま

しいところでございます。地域行政の方、医師会さん、薬剤師会さん、看護協会さ

んとも連携をし、地域医療を守っていくために人材確保に努めていきたいと思いま

すが、そういう現状であるということを今の段階ではご理解いただければというふ

うに思います。患者さんの情報を次の先生へ伝えるという仕組みができればいいの

ですが、デジタル化などがもう少し進み、例えばレントゲンの情報などを伝えられ

るような仕組みができればいいとは思いますが、まだ現実味がないところになって

おります。 

会 長：わたくしからも付け加えさせていただきますが、今、日本は歯医者もそうですが、

医療機関も減っています。人口の減少よりも早く医療機関、医師数が富山県は減っ

ています。開業の先生も事業承継ができないなどで、富山県はどんどん開業してい

る先生が減っているのが現状です。今、医学部の卒業生のほとんどが都会に行って

いる、富山に戻ってきていないという現状、富山大学医学部の卒業生も半分残れば

いいくらいで、他の県に戻ってしまうということがあり、今は富山県の医療が非常

に厳しい段階に入っているというのがひとつです。普通の医療機関も減ってきてい

るので、地域に開業の先生、簡単に言うと耳鼻科とか眼科がなくなるということも

あります。ある市では学校医もいなくなっており、公立の病院からお願いするかと

いうことも検討しております。今はどんどん人口が減る以上に医療機関、歯医者の

先生方も減っているという厳しい現状があります。なるべくそれを避けるようには

しているのですが、やはり戻ってきてくれないとどうしようもないという、現状は

そのようなところです。 

 

委 員：先ほどの資料の５番目の富山広域の保険料の話で、令和２年から７年までの６年間

でこれだけのパーセント、今度の運営の中で、大変苦しい状況であるので基金も取

り崩したけれども今後また基金を繰り入れてやっていくという風に言われたと思い

ます。今後、令和８年からさらに５年間の見通しを負担率で出されるのかどうなの

かということをひとつと、もうひとつは広域連合のほうで医療機関の窓口負担を、

原則１割、一定の所得で２割、現役並みの所得で３割という窓口負担率の中で、メ

ディアなどではいわゆる若い方々、現役の方々の負担率が非常に多いので、この軽

減をやろうということの中で、こちらも現時点で国の方針として変わってきている

のか、そういう点についてもわかる範囲で教えていただけないでしょうか。 

事務局：まず保険料の令和８年度以降の負担率から申し上げますと、医療費が上がると保険

料も上がるという単純な仕組みもありますが、２ページに記載してありますが財源

として保険料約 12%が充てられています。これは若い世代からの支援金あっての 12%

となっておりまして、この若い世代からの支援金を今減らそうと国のほうはしてい

ます。そうなるとその帳尻合わせをどこでするかというと、保険料の方になってき

まして、この 12%というところが 13%とか、そのあたりに増えてくるような財源構成



に今、国の方は変えようとしています。ですので、医療費の自然増に伴う保険料も

ありますが、仕組みの変更に伴う保険料の増というのもダブルで発生してきていま

して、今、令和８年度以降の保険料はまだわかりませんが、相当程度上げないと、

この２ページ目の財源構成は組めないので、ご負担を少し後期高齢者の方にもお願

いしていくという形になると思っています。 

委 員：国会で下げたのはおかしいと、また増やすという話もありましたね。 

事務局：高額療養費のお話ですよね。あれは保険者にとってみれば、負担が軽くなる話です

ので、被保険者の皆さんにご負担をお願いする話で反対の意見が出たと。我々の負

担が減る話でしたので、保険料的には下がる話でしたが、今はそれがリセットさ

れ、まだ結論が出ていませんので、それが今後保険料に対してどう動くかは 12月く

らいに出てくると思いますが、見てみないとわからず、また、若い世代の負担を下

げるために確かに３割負担を増やすという新聞記事もありますが、どうなるかとい

う情報は入ってきておりません。 

事務局：今の話に加えたような話になりますけれども、高齢者の方の保険料率というのはこ

の先増えていく可能性が高い状況ですが、高齢者の方は一律に所得が増えているか

というわけではなく、基本的には年金で生活をされている方が大半だと思っており

ます。ただ、最近の状況としては、後期高齢者の方で働いておられる方が増え、収

入が増えている方もおられますし、あとは昨今、株などの投資をされている方もお

られ、一律に増えているというよりは、持てる高齢者の方も増えていて、持ってい

る方に対してはそれ相応のご負担をお願いしていきたいということで、一律で低所

得の方にも高い負担をお願いするというお話ではありませんので、そういったとこ

ろはまたお含みおきをいただければと思います。 

 

委 員：以前かかっていた歯医者さんが、行くと次の予約も取り、健診のような形で行って

いました。事情があり歯医者さんが変わりましたが、新しい歯医者さんは都合が悪

ければ来てということで、都合が悪かったらというのは歳を取るとなかなかわから

ないので、月一回健診していただくような方向へもっていっていただくと、高齢者

にとってはいいのではないかなと思います。 

副会長：貴重なご意見ありがとうございます。今、歯科医療というのは痛いとか、何か起き

たときに診るのではなく、特に歯周病などに関しては生活習慣病であるので、普段

の生活からきちんと管理をしていきましょうと、そのための手段の一つとして口腔

の衛生状態をきちんと見ていきましょうというのを主にやっております。そうする

と問題があったときに診るよりは、常に、例えば１か月や２か月、私たちとしては

３か月に１回くらいをひとつの目安と考えているのですが診せていただき、何か問

題が起きそうであれば生活指導をしましょうというようにしております。ただ、こ

れはその歯科医院の先生方の考え方もあるので、一律には申し上げられませんが、

少なくとも今の若手の先生方はほぼほぼ定期的な管理というものを歯学部の教育の

中で受けておりますので、今後はそういう歯科医が主になってくるかなというとこ

ろであります。 

 

委 員：先ほど歯科健診のオーラルフレイルなどの資料で調査した結果なども説明していた

だいたのですが、そもそも歯科口腔ケアの重要性というのは、広域連合として一般

県民の方に PRなどはなさっているのでしょうか。 



事務局：ご質問ありがとうございます。実際、被保険者の方のお手元にお口の状態にトピッ

クスをあてたことはできていない状況ですが、ホームページ上で掲載しているとこ

ろであります。あと歯科医師会さまに一緒にパンフレットを作っていただいており

まして、これは歯科医院に配布させていただいており、チラシやポスターなどを掲

示し、見ていただいております。またしおりにも定期健診を受けようと記載をして

おります。ただ目に触れやすい何かというところでは少し足りないのかなというと

ころもあり、ご指摘ありがとうございます。 

委 員：ありがとうございます。質問をさせていただいたのは、わたくしどものほうで、い

きいき長寿センターもやっており、そちらの事業の中で、いきいき長寿大学健やか

対策講座という講座を開設しておりまして、その中の一コマに富大の歯科口腔外科

の山田教授をお招きしました。教授の方からは健康寿命を延ばすためのお口の健康

づくりというようなテーマでやっていただきました。歯だけの問題ではなく、口腔

ケアの重要性ということに関して、口内細菌が全身の健康に影響しているのだと、

下手したら認知機能など脳の方にも影響したり、がん対策にも小さな意味ではなっ

たり、いろいろな効果があり、さらに最近は災害などが起こった時に、不健全にな

る方が多いので、そういった場でも最低限、その場でできることでこのような取り

組みをしたらいいですよということを講義していただきましたら、受講者の方はほ

とんど高齢者の方ですが、大変に皆さん興味深く、非常にある意味感銘を受けたと

いうような評価がありました。全身の健康に関わってくることなので、単に歯の問

題ではないということを、強くアピールして県民に周知していかないと、それは結

果的には医療費削減問題にも通じますし、ぜひダイレクトに一般県民に伝わるよう

な形で PRするようなことを検討されたら良いのではないかなと思いました。 

事務局：ありがとうございました。 

副会長：貴重なご意見ありがとうございました。まさにそのとおりであり、今回オーラルフ

レイルの話もありますが、そうでなくても、口腔の健康を維持することで全身の健

康に寄与するということが多いのではないか、歯科医師会としましても医師会さ

ん、薬剤師会さんとも協力させていただき、密接に力を合わせてやっていきたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

会 長：補足させていただきますが、医療機関も歯医者と共同でやることが増えています。

がんの手術をする場合は歯医者で歯の問題をまず治してからがんの手術をするとい

うこと、あとは高齢者の骨粗しょう症の薬を飲む場合も歯に問題がないかチェック

するなど、歯科と医科が連携するということが入ってきています。また歯茎、歯肉

という土台が大事なので、歯肉をしっかりマッサージし血流を良くするなど、歯を

守るのは歯だけではなく歯肉も大事だということも理解していただければと思いま

す。啓蒙活動もやっていると思います。 

 

委 員：本日、後期高齢者医療広域連合さんとしての保健事業の取り組みをたくさん聞かせ

ていただきました。様々な事業をずっとしっかりとやるためには、相当、市町村と

連携してやっていると思います。その中で、保険者間の連携があるのか、例えば協

会けんぽさんや国保連さんなど、世代を超えて、いわゆる現役世代があっての前期

高齢者、後期高齢者というそれぞれの年代に応じたものがあると思いますが、保険

者を超えた保健事業の連携というのはどうなっているのか教えていただきたいで

す。 



事務局：ご質問ありがとうございます。保健情報の協議の場といたしましては、国保連合会

さまが事務局となっておられます保険者協議会というものがございます。こちらの

方に協会けんぽさまや、健保組合さま、市町村国保、それに私たちも参加して保健

事業について協議する場が設けられています。また、ポリファーマシー対策につき

ましては、年に１回検討会を当広域連合事業課が事務局をもっておりまして、協会

けんぽさまや市町村国保さまなどにも委員になっていただいておりまして、連携を

図っているところでございます。市町村国保につきましては、後期高齢者、75歳に

なってからいきなりこちらで保健事業をと言われてもご指摘のように大変難しいも

のがあり、国保の時代からの連携が非常に重要だと言われているところで、県の厚

生企画課を中心に、国保の時のデータをもとに後期でどうなっていくかということ

を市町村の方々と一緒に分析して事業にあたっている仕組みができております。 

委 員：協会けんぽです。協会けんぽでは、現役世代の方に健康づくりの取り組みを進め、

健康なまま後期高齢に移っていただくというところで、まずは健診の受診促進や、

健診を受けたままではなく、健診を受けた後の医療機関に受診が必要な方への受診

勧奨をするなど、なるべく健康でいただいてという取り組みを進めているところで

あります。 

委 員：国保連合会です。先ほど保険者協議会という会議の名が出ましたけれども、国保連

合会、県が事務局となっております。その中で毎年、保険者が参加する研修会など

もやっておりまして、グループワーク等を通じて意見交換などをやっておりますの

で、今後もしっかりとやっていきたいと思っております。広域さんの資料の４ペー

ジ、後期高齢者一人あたり年間医療費が 933,261円とありますが、富山県の国保の

一人当たりの年間医療費は令和４年度では 422,932円で、倍以上の開きがあると、

やはり国保、協会けんぽさんもそうですけれども、現役世代でいかに元気に後期高

齢に移行するかということがカギだと思っておりますので、またしっかり取り組ん

でまいりたいと思います。医師会の先生方とか看護協会さんにはまたご協力をお願

いいたします。 

会 長：国保や社保のレセプトを後期に連携できればいいのですが、残念ながらそれはあり

ません。社保の時にちゃんと健診を受けていたらこうなるとか、後期高齢者になっ

て改善したとか、医療費上がっていないとか、長期では見れないのです。 

 

会 長：それでは、そろそろ時間になりましたのでこれで終了としたいと思いますので、事

務局の方、お願いします。 
 

事務局：それでは以上をもちまして令和７年度富山県後期高齢者医療広域連合運営懇話会を

閉会いたします。委員の皆さまありがとうございました。 


